
病院情報システムネットワーク工事に係る一般競争入札公告 

 

◎一般競争入札について 

次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令第１６７条の６第１項の

規定により公告します。 

 

令和４年４月１３日 

山梨県立あけぼの医療福祉センター 

所 長 畠山 和男 

 

一 一般競争入札に付する事項 

１ 工事の名称 病院情報システムネットワーク工事 

２ 内容    入札説明書で定める内容等であること。 

３ 契約期間  契約締結日の翌日から令和４年７月３１日まで  

 

二 事務を担当する所属 

山梨県立あけぼの医療福祉センター総務課 

郵便番号 ４０７－００４６ 

所在地  山梨県韮崎市旭町上條南割３２５１－１ 

電話番号 ０５５１－２２－６１１１ 

 

三 一般競争入札の参加資格 

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者及び同条第２項の規定に基づき山梨県の入札参加の制限を受けていない者であるこ

と。 

２ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立て又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申し立てがなされた

者については、当該手続開始の決定の後に山梨県建設工事等入札参加資格に係る再認

定取扱要領（平成１９年６月２０日施行）により入札参加資格の再認定を受けたもの

であること。 

３ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であって、その役員

が暴力団員でないこと。 

４ 公告の日の６月前の日以降に手形及び小切手の不渡りを出した者でないこと。 

５ 公告の日の２年前の日以降に不渡りによる取引停止処分を受けている者でないこ

と。 

６ 山梨県における建設工事の競争入札参加資格（電気通信）の認定を受けている者

で、直近の総合数値が８００点以上の者であること。 



７ 公告の日以降に山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領（平成２６年１

２月１日施行。）に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

８ 公告の日１月前以降に山梨県発注工事において５５点未満の工事成績評定通知を受

けていない者であること。 

９ 病院若しくは県施設における同種工事（庁舎内の UTPケーブル配線等（ネットワー

ク機器設置や設定を含む））の施工実績を有する者であること。 

１０ 山梨県内に本・支店を有する者であること。 

 

四 入札手続等 

１ 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

山梨県立あけぼの医療福祉センター総務課 

郵便番号 ４０７－００４６ 

所在地  山梨県韮崎市旭町上條南割３２５１－１ 

電話番号 ０５５１－２２－６１１１ 

２ 入札説明書の交付方法 

この公告の日から令和４年４月２０日までの山梨県の休日を定める条例（平成元年

山梨県条例第６号）に定める県の休日（以下「県の休日」という。）を除く毎日、午前

９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで四の１の交付場所において交付す

る。なお、入札説明書の交付を希望する場合は、事前に四の１の場所に電話連絡する

こと。 

３ 入札参加資格確認申請書の提出方法 

この公告の日の翌日から令和４年４月２０日までに四の１の場所に持参すること。 

ただし、上記期間の県の休日を除く毎日、午前９時から正午まで及び午後１時から

午後５時までとする。 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

令和４年４月２７日午前１０時 

山梨県立あけぼの医療福祉センター会議室（１階） 

５ 郵便による入札書の受領期限及び場所 

令和４年４月２６日午後５時までに四の１の場所に必着すること。 

６ 入札方法 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 

 

 



７ 入札の無効 

この公告に示した一般競争入札の参加資格のない者の行った入札、入札条件に違反

した者の行った入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の行った入札その

他山梨県財務規則（昭和３９年山梨県規則第１１号。以下「規則」という。）第１２９

条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

８ 落札者の決定方法 

規則第１２７条第１項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とする。 

 

五 その他 

１ 契約の手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨  

２ 入札保証金 

規則第１０８条の２第２号の規定により、これを免除する。 

ただし、落札者が指定した期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の

決定を取り消すものとし、規則第１２０条の規定により、違約金を徴収するものとす

る。 

３ 契約保証金 

規則第１０９条の規定により、契約金額の１００分の１０以上の額を、契約締結の

際に納付すること。 

ただし、規則第１０９条の２各号に該当する場合、これを免状するものとする。 

４ 契約書作成の要否 

要 

５ 違約金の有無 

有 

６ 最低制限価格の有無 

無 

７ 前金払の有無 

無 

８ その他 

詳細は、入札説明書による。 

  



別記「参考規定」 

 

山梨県財務規則 抜粋 

(契約保証金の納付の免除) 

第百九条の二 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部

又は一部を納付させないことができる。 

一 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を結んだと

き。 

二 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会

計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百条の三第二号の規定に基づき財務大臣が指定

する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 

三 令第百六十七条の五及び第百六十七条の十一に規定する資格を有する者と契約を締結

する場合において、その者が過去二箇年間に国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平

成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十

五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平

成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契

約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

四 令第百六十九条の七第二項の規定により、延納を認めた場合において、確実な担保を

徴したとき。 

五 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 

六 契約金額が五十万円未満であり、かつ、契約人が契約を確実に履行するものと認めら

れるとき。 

七 指名競争入札、せり売り又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、契

約担当者が必要がないと認めたとき。 

 

 


